
事　　　　　項 期　　　　　間 限　　　　度　　　　額

第２表　  債務負担行為

小郡市土地開発公社に対する債務保証  平成２７年度から平成２８年度
総額９０，０００千円を限度とする借入
金及びこれに対する利子の合計額

公共施設等総合管理計画策定委託業務 平成２８年度 ８，０００千円

大原校区公民館建設事業設計監理委託業務 平成２８年度 １７，４７０千円

大原小学校給食施設整備事業設計監理委託業務 平成２８年度 ４，７３２千円
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（単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

総務債

臨時財政対策債 763,474 証書借入

緊急防災・減災事業債 117,700 又は

庁舎等整備事業債 73,500 証券発行

衛生債

上水道一般会計出資債 26,200

農林水産業債

公共事業等債 61,300

商工債

公共事業等債 8,100

土木債

地方道路等整備事業債 77,100

排水路整備事業債 7,500

公共事業等債 415,100

消防債

緊急防災・減災事業債 171,600

教育債

小学校校舎建設事業債 23,500

小学校校舎大規模改造事業債 132,500

学校給食施設建設事業債 144,100

中学校校舎大規模改造事業債 128,500

幼稚園改修事業債 11,100

公共事業等債 22,600

災害復旧債

現年災害復旧事業債 200

第３表　地方債

起　債　の　目　的

 ４．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するところによる。
　ただし、市財政の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還
又は低利に借換することができる。


